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月
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人
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院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
我
が
国
国
民
が
韓
国
の
法
的
手
続
き
に
従
っ
て
竹
島
を
訪
問
す
る
こ
と
に
対
す
る
外
務
省
の

見
解
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
我
が
国
国
民
が
韓
国
の
法
的
手
続
き
に
従
っ
て
竹
島
を
訪
問
す
る
こ
と
に
対
す
る
外
務

省
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
二
月
四
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
一
二
号
）
四
に
つ
い
て
及
び
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三

年
二
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
六
三
号
）
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
竹
島
に

関
し
て
大
韓
民
国
と
の
間
で
解
決
す
べ
き
領
有
権
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
は
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
と
考
え
る
。

三
に
つ
い
て

大
韓
民
国
の
国
会
議
員
で
あ
る
こ
と
の
み
で
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号

）
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
上
陸
拒
否
事
由
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
、
大
韓
民
国
政
府
に
お
い
て
我
が
国
の
国
会
議
員
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
大
韓
民

国
へ
の
上
陸
を
拒
否
し
た
と
は
承
知
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
、
大
韓
民
国
の
国
会
議
員
で
あ
る
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
上
陸
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
三
六
七
号
）
三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
大
韓
民
国
政
府
に
対
し
て
は
、
今
後
と
も
、
竹
島
問
題
の
平
和
的
な
解
決
を
図
る
た
め
、
粘
り
強

い
外
交
努
力
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


